
令 和 ３ 年
４月１日
（木曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
人
事
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

訓

令

山
口
県
訓
令
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

会

計

管

理

局

山

口

県

教

育

庁

各

教

育

機

関

山
口
県
警
察
本
部

各

警

察

署

山
口
県
議
会
事
務
局

山
口
県
監
査
委
員
事
務
局

山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
三
の
１
の
表
学
事
文
書
課
の
部
11
の
項
の
⚪
中
「⚩

」
を
「⚪

」
に
改
め
、
同
項
中
⚪
を
⚫

と
し
、
⚩
を
⚪
と
し
、
⚨
を
⚩
と
し
、
⚧
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚨
土
地
等
の
貸
付
け
の
認
可
（
法
第
79条
の

５
）

〇

別
表
第
三
の
⚒
の
表
中
山
間
地
域
づ
く
り
推
進
課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10
地
域
人
口
の
急

減
に
対
処
す
る
た

め
の
特
定
地
域
づ

く
り
事
業
の
推
進

に
関
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律

第
64号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
認
定
及
び
意
見
聴
取
（
法
第
３
条
第
１

項
、
第
５
項
）

○

⑵
変
更
の
認
定
（
法
第
５
条
第
１
項
）

○

⑶
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
（
法
第
６
条
第

２
項
）

〇

⑷
認
定
の
取
消
し
（
法
第
９
条
第
２
項
）

〇

⑸
適
合
命
令
及
び
改
善
命
令
（
法
第
13条
）

〇

⑹
事
業
停
止
命
令
（
法
第
14条
第
１
項
）

〇

⑺
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚒
の
表
市
町
課
の
部
⚑
の
項
中
「の

推
進

」
を
削
り
、
同
部
⚒
の
項
の
⑿
中
「第

251
条
第
⚔
項
、
第
251条

第
⚕
項

」
を
「第

251条
第
⚕
項
、
第
251条

第
⚖
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⒄
中

「第
252条

の
⚒
第
⚔
項

」
を
「第

252条
の
⚒
の
⚒
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚦
及
び
⚧
中
「第

255条
の
⚕

」
を
「第

255条
の
⚕
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚩
中
「、

第
⚓
項

」
を
削
り
、
同
項
中

⚬
を
削
り
、
⚭
を
⚬
と
し
、
⚮
か
ら
⚱
ま
で
を
⚭
か
ら
⚰
ま
で
と
し
、
同
項
の
⚲
中
「第

174条
の
⚖

第
⚓
項

」
を
「第

174条
の
⚖
第
⚕
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⚲
を
⚱
と
し
、
⚳
を
⚲
と
し
、
⚴
を
⚳
と

し
、
同
項
の
⚵
中
「⚴

」
を
「⚳

」
に
改
め
、
同
項
の
⚵
を
同
項
の
⚴
と
し
、
同
部
⚓
の
項
中
「資

金
」
を
「業

務
上
の
余
裕
金

」
に
、
「第

16条
第
⚖
項

」
を
「第

16条
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
部
⚔
の

項
の
⑴
中
「、

勧
告
等
及
び
報
告
（
法
第
10条

）

」
を
「（

法
第
10条

第
⚑
項
）
そ
の
他
の
法
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

」
に
改
め
、
同
部
⚕
の
項
中
⑴
を
削
り
、
⑵
を
⑴
と
し
、
同
項
の
⑶
中
「及

び
⑵

」

を
削
り
、
同
項
の
⑶
を
同
項
の
⑵
と
し
、
同
部
中
14
の
項
を
15
の
項
と
し
、
13
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

14
地
方
独
立
行
政
⑴
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
の
認
可
（
法

○
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法
人
法
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
法
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に

基
づ
く
市
町
又
は

一
部
事
務
組
合
若

し
く
は
広
域
連
合

（
い
ず
れ
も
都
道

府
県
の
加
入
す
る

も
の
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
設

立
す
る
地
方
独
立

行
政
法
人
に
関
す

る
事
務

第
７
条
）

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
規
定
に
基

づ
く
市
町
又
は
一
部
事
務
組
合
若
し
く
は
広

域
連
合
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に

関
す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚒
の
表
市
町
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

デジタル政策課

１
情
報
通
信
技
術

の
活
用
に
関
す
る

施
策
の
企
画
、
調

整
及
び
推
進
に
関

す
る
事
務

⑴
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
基
本
的

施
策
の
決
定

〇

⑵
情
報
通
信
技
術

の
活
用
に
関
す
る

施
策
の
企
画
、
調

整
及
び
推
進

課
長
が
特
に
重
要
と
認

め
る
も
の

〇

課
長
が
特
に
重
要
と
認

め
る
も
の
以
外
の
も
の

〇

２
放
送
法
（
昭
和

25年
法
律
第
132

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務

⑴
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者

に
対
す
る
業
務
停
止
命
令
を
行
う
旨
の
国
土

交
通
大
臣
へ
の
事
前
通
知
（
法
第
145条

第
３
項
）

○

⑵
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者

に
対
す
る
業
務
停
止
命
令
（
法
第
174条

）
○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。
〇

別
表
第
三
の
⚒
の
表
情
報
企
画
課
の
部
中
「情

報
企
画
課

」
を
「デ

ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進

課

」
に
改
め
、
⚔
の
項
を
削
り
、
⚓
の
項
を
⚔
の
項
と
し
、
⚒
の
項
を
⚓
の
項
と
し
、
⚑
の
項
を
⚒
の

項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
に
関
す
る

事
務

⑴
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

に
関
す
る
基
本
的
施
策
の
決
定

〇

⑵
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政

の
推
進

課
長
が
特
に
重
要
と
認

め
る
も
の

〇

課
長
が
特
に
重
要
と
認

め
る
も
の
以
外
の
も
の

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
生
活
衛
生
課
の
部
10
の
項
の
⑴
中
「広

域
的
水
道
整
備
計
画
の
策
定
（
法
第
⚕

条
の
⚒
第
⚒
項

」
を
「水

道
基
盤
強
化
計
画
の
策
定
（
法
第
⚕
条
の
⚓
第
⚑
項
、
第
⚖
項

」
に
改
め
、

同
項
の
⑽
中
「⑼

」
を
「⑽

」
に
改
め
、
同
項
中
⑽
を
⑾
と
し
、
⑵
か
ら
⑼
ま
で
を
⑶
か
ら
⑽
ま
で
と

し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
協
議
会
の
組
織
（
法
第
５
条
の
４
第
１

項
）

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
生
活
衛
生
課
の
部
13
の
項
中
「第

32条
第
⚑
項

」
を
「第

66条
第
⚑
項

」
に
改

め
、
同
部
22
の
項
の
⑵
中
「⑴

」
を
「⑴

か
ら
⑶
ま
で

」
に
改
め
、
同
項
中
⑵
を
⑷
と
し
、
⑴
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
犬
又
は
猫
の
引
取
り
等
（
法
第
35条
第
１

項
、
第
４
項
）

〇

保
健
所

⑶
指
導
及
び
助
言
（
法
第
37条
第
２
項
）

〇

保
健
所

別
表
第
三
の
⚘
の
表
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
の
部
17
の
項
中
「森

林
・
林
業
再
生
基
盤
づ
く
り

交
付
金

」
を
「林

業
・
木
材
産
業
成
長
産
業
化
促
進
対
策
交
付
金

」
に
改
め
、
同
表
農
村
整
備
課
の
部

中
10
の
項
を
11
の
項
と
し
、
⚙
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10
防
災
重
点
農
業

用
た
め
池
に
係
る

防
災
工
事
等
の
推

進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
令
和
２

年
法
律
第
56号
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
の
指
定
（
法
第

４
条
第
１
項
）

〇

⑵
推
進
計
画
の
策
定
（
法
第
５
条
第
１
項
）

〇

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
畜
産
振
興
課
の
部
⚒
の
項
の
⑴
中
「第

⚓
項
、
第
⚔
項

」
を
「第

⚔
項
、
第
⚕

項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
中
「第

34条
第
⚒
項

」
を
「第

34条
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
部
⚖
の
項
中

「加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
昭
和
40年

法
律
第
112号

」
を
「畜

産
経
営
の
安
定

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
36年

法
律
第
183号

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
中
「生

乳
生
産
者
団
体

」
を
「第

一
号
対
象
事
業
者

」
に
、
「第

⚖
条
第
⚑
項

」
を
「第

10条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「生

乳
生
産
者
団
体
の

」
を
削
り
、
「第

10条
第
⚑
項

」
を
「第

13条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
部
中
⚗
の
項
を

削
り
、
⚘
の
項
を
⚗
の
項
と
し
、
⚙
の
項
か
ら
13
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
部
14
の
項
の

⑸
中
「第

58条
第
⚓
項
、
第
⚔
項

」
を
「第

58条
第
⚔
項
、
第
⚕
項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
13
の
項

と
し
、
同
部
中
15
の
項
を
14
の
項
と
し
、
16
の
項
か
ら
18
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
水

産
振
興
課
の
部
⚒
の
項
の
⑴
中
「制

定

」
を
「制

定
等

」
に
、
「第

⚔
条
第
⚗
項

」
を
「第

⚔
条
第
⚖

項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「制

定

」
を
「制

定
等

」
に
、
「第

⚔
条
第
⚘
項

」
を
「第

⚔
条
第
⚗

項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
中
「第

15条
第
⚑
項

」
を
「第

18条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑷
中
「第

二
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18条
第
⚑
項

」
を
「第

22条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
中
「第

18条
第
⚖
項

」
を
「第

22条
第
⚖

項
」
に
改
め
、
同
項
の
⑹
中
「第

22条
第
⚒
項

」
を
「第

25条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
中
「第

30条
」
を
「第

33条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
部
中
⚔
の
項
を
削
り
、
⚕
の
項
を
⚔
の
項
と
し
、
⚖
の
項

を
⚕
の
項
と
し
、
⚗
の
項
を
⚖
の
項
と
し
、
同
部
⚘
の
項
の
⚹
か
ら
⚼
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
⚸
中

「昭
和
42年

山
口
県
規
則
第
11号

」
を
「令

和
⚒
年
山
口
県
規
則
第
46号

」
に
、
「調

整
規
則

」
を

「規
則

」
に
、
「第

⚗
条
、
第
10条

」
を
「第

⚔
条
第
⚑
項
、
第
24条

」
に
改
め
、
同
項
の
⚸
を
同
項

の
⚼
と
し
、
同
項
の
⚷
中
「指

定
漁
業
の
許
可
申
請
書
等
の
進
達
（
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等

に
関
す
る
省
令

」
を
「漁

業
の
許
可
申
請
書
等
の
進
達
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省

令

」
に
、
「）

第
⚓
条

」
を
「。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
116条

第
⚑
項
、

第
⚒
項

」
に
、
「指

定
漁
業
（
省
令
第
⚓
条
第
⚑
項
第
⚑
号
か
ら
第
⚖
号

」
を
「漁

業
（
省
令
第
116

条
第
⚑
項
第
⚑
号
か
ら
第
13号

」
に
改
め
、
同
項
の
⚷
を
同
項
の
⚻
と
し
、
同
項
の
⚶
中
「第
25条

第
⚑
項

」
を
「第

14条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚶
を
同
項
の
⚺
と
し
、
同
項
の
⚵
中
「第

⚒
条
第
⚑

項

」
を
「第

12条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⚵
を
⚹
と
し
、
⚹
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚸
補
償
金
額
の
受
益
者
負
担
額
の
決
定
（
法

第
177条

第
14項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
６
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
水
産
振
興
課
の
部
⚘
の
項
の
⚴
中
「第
134条

第
⚒
項

」
を
「第

176条
第
⚒

項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚴
を
同
項
の
⚷
と
し
、
同
項
の
⚳
中
「委

員
の

」
を
「の

委
員
の

」
に
、
「第

131条
第
⚒
項

」
を
「第

172条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚳
を
同
項
の
⚶
と
し
、
同
項
の
⚲
中
「第

130条
第
⚒
項

」
を
「第

171条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚲
を
同
項
の
⚵
と
し
、
同
項
の
⚱
中
「第

128条
第
⚑
項

」
を
「第

169条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚱
を
同
項
の
⚴
と
し
、
同
項
の
⚰
中
「第

124条
第
⚔
項

」
を
「第

165条
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚰
を
同
項
の
⚳
と
し
、
同
項
の
⚯
中
「第

124条
第
⚑
項

」
を
「第

165条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚯
を
同
項
の
⚲
と
し
、
同
項
の
⚮
中
「第

106条
第
⚓
項

」
を
「第

148条
第
⚓
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚮
を
同
項
の
⚱
と
し
、
同
項
の
⚭
中
「第

105条
第
⚑
項

」
を
「第

147条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚭
を
同
項
の
⚰
と
し
、
同
項
の
⚬
中
「解

任
（
法
第
100条

」
を
「罷
免
（
法
第
144条

第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⚬
を
⚯
と
し
、
⚫
を
削
り
、

同
項
の
⚪
中
「選

挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
す
る

」
を
削
り
、
「第

86条
第
⚒
項

」
を
「第

138条
第

⚖
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⚪
を
⚮
と
し
、
⚮
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚭
委
員
の
任
命
（
法
第
138条

第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
水
産
振
興
課
の
部
⚘
の
項
の
⚩
中
「第

85条
第
⚔
項

」
を
「第

137条
第
⚔
項

」

に
改
め
、
同
項
の
⚩
を
同
項
の
⚬
と
し
、
同
項
の
⚨
中
「会

長
等

」
を
「会

長

」
に
、
「第

85条
第
⚒

項
、
第
⚓
項
第
⚒
号

」
を
「第

137条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚨
を
同
項
の
⚫
と
し
、
同
項
の
⚧

中
「第

74条
第
⚕
項

」
を
「第

128条
第
⚕
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚧
を
同
項
の
⚪
と
し
、
同
項
の
⚦

中
「第

74条
第
⚑
項

」
を
「第

128条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚦
を
同
項
の
⚩
と
し
、
同
項
の
⒇

中
「海

区
漁
業
調
整
委
員
会

」
を
「海

区
漁
業
調
整
委
員
会
等

」
に
、
「第

67条
第
⚔
項

」
を
「第

120条
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⒇
を
⚨
と
し
、
⒃
か
ら
⒆
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
⒂
中
「第

40条

」

を
「第
94条

」
に
改
め
、
同
項
中
⒂
を
⚧
と
し
、
⒁
を
削
り
、
同
項
の
⒀
中
「必

要
等

」
を
「必

要

」

に
、
「変

更
、
取
消
し
又
は
行
使
の
停
止
（
法
第
39条

第
⚑
項
－
第
⚓
項

」
を
「取

消
し
等
（
法
第
93

条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⒀
を
同
項
の
⚦
と
し
、
同
項
の
⑿
中
「取

消
し
（
法
第
38条

第
⚑
項
－

第
⚓
項

」
を
「取

消
し
等
（
法
第
92条

第
⚑
項
、
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑿
を
同
項
の
⒇
と
し
、

同
項
の
⑾
中
「第

37条
第
⚑
項

」
を
「第

89条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑾
を
同
項
の
⒆
と
し
、
同

項
の
⑽
中
「の

制
限
等
（
法
第
34条

第
⚑
項
－
第
⚓
項
）

」
を
「に

条
件
を
付
す
こ
と
（
法
第
86条

第
⚑
項
、
第
⚒
項
）
。

」
に
改
め
、
同
項
の
⑽
を
同
項
の
⒅
と
し
、
同
項
の
⑼
中
「第

27条
第
⚒
項

」
を

「第
80条

第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑼
を
同
項
の
⒄
と
し
、
同
項
の
⑻
中
「第

26条
第
⚑
項

」
を

「第
79条

第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
を
同
項
の
⒃
と
し
、
同
項
の
⑺
中
「第

24条
第
⚒
項
、
第
⚔

項

」
を
「第

78条
第
⚒
項
、
第
⚓
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
を
同
項
の
⒂
と
し
、
同
項
の
⑹
中
「第

22
条

」
を
「第

76条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑹
を
⒁
と
し
、
⑸
を
削
り
、
同
項
の
⑷
中
「漁

業
権

」

を
「団

体
漁
業
権

」
に
、
「第

14条
第
⚔
項
、
第
⚕
項

」
を
「第

72条
第
⚖
項
、
第
⚗
項

」
に
改
め
、

同
項
の
⑷
を
同
項
の
⒀
と
し
、
同
項
の
⑶
中
「第

12条

」
を
「第

70条

」
に
改
め
、
同
項
中
⑶
を
⑿
と

し
、
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑴
中
「第

10条

」
を
「第

69条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑴
を
⑾
と
し
、

⑾
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
県
資
源
管
理
方
針
の
策
定
等
（
法
第
14

条
）

〇

⑵
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
等
（
法
第

16条
）

〇

⑶
年
次
漁
獲
割
当
量
の
設
定
等
（
法
第
19

条
）

〇

⑷
漁
獲
量
等
の
公
表
（
法
第
31条
）

〇

⑸
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
（
法
第
32条
第
２

項
）

〇

⑹
規
則
の
制
定
等
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取

（
法
第
57条
第
５
項
、
第
119条

第
８
項
）

〇

⑺
規
則
の
制
定
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請

（
法
第
57条
第
６
項
、
第
119条

第
７
項
）

〇

⑻
船
舶
等
の
数
に
つ
い
て
の
意
見
の
申
出

（
法
第
57条
第
８
項
）

〇

三
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⑼
海
区
漁
場
計
画
の
策
定
（
法
第
62条
第
１

項
、
第
64条
第
４
項
）

〇

⑽
内
水
面
漁
場
計
画
の
策
定
（
法
第
67条
第

１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
水
産
振
興
課
の
部
⚘
の
項
の
⚽
を
削
り
、
同
項
の
⚾
中
「調

整
規
則
第
21条

第
⚑
項

」
を
「規

則
第
⚖
条

」
に
改
め
、
同
項
の
⚾
を
同
項
の
⚽
と
し
、
同
項
の
⚿
中
「調

整
規
則
第
22

条
第
⚑
項

」
を
「規

則
第
⚗
条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚿
を
同
項
の
⚾
と
し
、
同
項
の
⛀
中
「調

整
規
則
第
22条

第
⚒
項

」
を
「規

則
第
⚗
条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⛀
を
⚿
と
し
、
⚿
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

⛀
許
可
等
に
必
要

な
書
類
の
提
出
の

要
求
（
規
則
第
８

条
第
２
項
）

別
に
定
め
る
漁
業
以
外

の
漁
業
に
係
る
も
の

〇

別
に
定
め
る
漁
業
に
係

る
も
の

〇

農
林
水

産
事
務

所
山

口
県
下

関
水
産

振
興
局

別
表
第
三
の
⚘
の
表
水
産
振
興
課
の
部
⚘
の
項
の
⛁
中
「調

整
規
則
第
23条

第
⚒
項
、
第
⚔
項

」
を

「規
則
第
⚙
条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⛂
中
「許

可
等
の
定
数
」
を
「許

可
の
基
準

」
に
、
「調

整
規
則
第
25条

第
⚑
項
、
第
⚒
項

」
を
「規

則
第
11条

第
⚕
項
、
第
⚗
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⛃
か
ら

⛋
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⛃
許
可
等
に
条
件

を
付
す
こ
と
（
規

則
第
13条

第
１

項
、
第
２
項
）
。

別
に
定
め
る
漁
業
以
外

の
漁
業
に
係
る
も
の

〇

別
に
定
め
る
漁
業
に
係

る
も
の

〇

農
林
水

産
事
務

所
山

口
県
下

関
水
産

振
興
局

⛄
漁
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
短
縮
（
規
則

第
15条
第
２
項
）

〇

⛅
許
可
等
の
内
容

の
変
更
の
許
可
等

（
規
則
第
16条
第

１
項
、
第
３
項
）

別
に
定
め
る
漁
業
以
外

の
漁
業
に
係
る
も
の

〇

別
に
定
め
る
漁
業
に
係

る
も
の

〇

農
林
水

産
事
務

所
山

口
県
下

関
水
産

振
興
局

⛆
漁
業
の
許
可
等

の
取
消
し
等
（
規

則
第
20条

第
１

項
、
第
22条
第
１

項
、
第
２
項
、
第

23条
第
１
項
）

別
に
定
め
る
漁
業
以
外

の
漁
業
に
係
る
も
の

〇

別
に
定
め
る
漁
業
に
係

る
も
の

〇

農
林
水

産
事
務

所
山

口
県
下

関
水
産

振
興
局

⛇
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
等
か
ら
の
意
見
聴

取
及
び
公
開
に
よ
る
聴
聞
の
実
施
（
規
則
第

20条
第
１
項
、
第
３
項
、
第
22条
第
１
項
、

第
２
項
、
第
４
項
、
第
23条
第
１
項
、
第
33

条
第
７
項
）

〇

⛈
許
可
証
の
書
換

え
交
付
及
び
再
交

付
（
規
則
第
29

条
）

別
に
定
め
る
漁
業
以
外

の
漁
業
に
係
る
も
の

〇

別
に
定
め
る
漁
業
に
係

る
も
の

〇

農
林
水

産
事
務

所
山

口
県
下

関
水
産

振
興
局

⛉
水
産
動
植
物
の

採
捕
の
許
可
等

（
規
則
第
33条
第

１
項
、
第
７
項
、

第
９
項
）

県
内
に
住
所
を
有
す
る

者
以
外
の
者
に
係
る
も

の

〇

県
内
に
住
所
を
有
す
る

者
に
係
る
も
の

〇

農
林
水

産
事
務

所
山

口
県
下

関
水
産

振
興
局

⛊
除
外
設
備
の
設
置
又
は
変
更
の
命
令
（
規

則
第
45条
第
２
項
）

〇

⛋
漁
場
内
の
岩
礁
破
砕
等
の
許
可
等
（
規
則

第
46条
第
１
項
、
第
３
項
）

〇

農
林
水

産
事
務

所
山

口
県
下

関
水
産

振
興
局

別
表
第
三
の
⚘
の
表
水
産
振
興
課
の
部
⚘
の
項
の
⛌
か
ら
⛏
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
⛐
中
「内

水
面

規
則
第
30条

第
⚑
項

」
を
「規

則
第
47条

第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⛐
を
同
項
の
⛌
と
し
、
同
項
の

⛑
中
「⛐
」
を
「⛌

」
に
改
め
、
同
項
の
⛑
を
同
項
の
⛍
と
し
、
同
項
を
同
部
⚗
の
項
と
し
、
同
部
中

⚙
の
項
を
⚘
の
項
と
し
、
10
の
項
か
ら
15
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
別
表
第
三
の
⚙
の
表
監

理
課
の
部
⚑
の
項
の
⑵
中
「勧

告
（
法
第
19条

の
⚕

」
を
「勧

告
等
（
法
第
19条

の
⚖
第
⚑
項
－
第
⚓

項

」
に
改
め
、
同
項
の
⒀
中
「⑿

」
を
「⒀

」
に
改
め
、
同
項
中
⒀
を
⒁
と
し
、
⑿
を
⒀
と
し
、
⑾
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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⑿
建
設
資
材
製
造
業
者
等
に
対
す
る
勧
告
及

び
命
令
等
（
法
第
41条
の
２
第
１
項
－
第
３

項
）

〇

別
表
第
三
の
⚙
の
表
都
市
計
画
課
の
部
10
の
項
の
⑷
中
「第

⚔
項

」
を
「第

⚕
項

」
に
改
め
、
同
表

建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
の
⛐
中
「⛏

」
を
「⛐

」
に
改
め
、
同
項
中
⛐
を
⛑
と
し
、
⚹
か
ら
⛏
ま
で

を
⚺
か
ら
⛐
ま
で
と
し
、
⚸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚹
居
住
環
境
向
上
用
途
誘
導
地
区
内
に
お
け

る
建
築
物
の
建
蔽
率
等
に
係
る
許
可
（
法
第

60条
の
２
の
２
第
１
項
第
２
号
、
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚙
の
表
建
築
指
導
課
の
部
10
の
項
の
⒀
中
「⑿

」
を
「⒀

」
に
改
め
、
同
項
の
⒀
を
同

項
の
⒁
と
し
、
同
項
の
⑿
中
「第

37条
」
を
「第

42条

」
に
改
め
、
同
項
の
⑿
を
同
項
の
⒀
と
し
、
同

項
の
⑾
中
「第

36条
第
⚒
項

」
を
「第

41条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑾
を
同
項
の
⑿
と
し
、
同
項

の
⑽
中
「第

34条

」
を
「第

39条

」
に
改
め
、
同
項
の
⑽
を
同
項
の
⑾
と
し
、
同
項
の
⑼
中
「第

33
条

」
を
「第

38条

」
に
改
め
、
同
項
の
⑼
を
同
項
の
⑽
と
し
、
同
項
の
⑻
中
「第

32条

」
を
「第

37
条

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
を
同
項
の
⑼
と
し
、
同
項
の
⑺
中
「第

31条
第
⚑
項

」
を
「第

36条
第
⚑

項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
を
同
項
の
⑻
と
し
、
同
項
の
⑹
中
「第
30条

第
⚓
項

」
を
「第

35条
第
⚓

項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑹
を
同
項
の
⑺
と
し
、
同
項
の
⑸
中
「第
30条

第
⚑
項

」
を
「第

35条
第
⚑

項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
を
同
項
の
⑹
と
し
、
同
項
の
⑷
中
「第

38条
第
⚑
項

」
を
「第

43条
第
⚑

項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑴
か
ら
⑶
ま
で
を
⑵
か
ら
⑷
ま
で
と
し
、
⑵
の
前
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⑴
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
（
法
第

12条
第
１
項
－
第

３
項
、
第
13条
第

２
項
－
第
４
項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

〇

出
先
機
関
に
お
い
て
取

り
扱
う
建
築
物
に
係
る

も
の

〇

土
木
事

務
所

別
表
第
三
の
⚙
の
表
建
築
指
導
課
の
部
14
の
項
中
「同

意

」
を
「協

議

」
に
改
め
、
「、

法
第
84条

第
⚒
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
83条

第
⚒
項
、
法
第
90条

第
⚓
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
83条

第
⚒
項

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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